Ⅰ　様式４


年　　月　　日　

静岡県知事　氏　　　　名　様

所在地
学校法人名

理事長　　　氏　　　名　　

学校法人○○学園解散認可申請書

　　学校法人○○学園を下記の事由により解散したいので、私立学校法第109条第３項の規定により認可を受けたく、関係書類を添えて申請します。

記

　　解散の事由　私立学校法第109条第１項第〇号（　　　　　）

[添付書類]

１　理由書

２　法第109 条第１項第１号及び第２項に規定する手続に規定する手続を経たことを証する書類

３　財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類（作成例14）

４　残余財産の処分に関する事項を記載した書類

５　寄附行為

６　登記事項証明書

【概要】

・学校法人の解散には、以下の事由がある。（私立学校法第109条）

・第１号、第３号のときは本申請を行う。

	区分
	解散の事由
	手続

	１号
	理事会の決議による決定
	解散認可申請

	２号
	寄附行為に定めた解散事由の発生
	届出

	３号
	目的たる事業の成功の不能
	解散認可申請

	４号
	学校法人又は私立学校法第152条第５項の法人との合併
	合併認可申請

	５号
	破産手続開始の決定
	届出

	６号
	私立学校法第135条第１項の規定による所轄庁の解散命令
	知事の解散命令


【根拠法令】

・私立学校法第109条第３項（準学校法人は同法第152条第６項において準用）

・私立学校法施行規則第47条（準学校法人は同規則第56条において準用）

【留意事項】

　１　提出部数は２部

　２　専修・各種学校の場合は「私立学校法第152条第６項で準用する同法第109条第３項」とすること。

３　認可後は解散登記を行い、登記完了後は速やかに、解散登記が完了した旨の届出を提出し、学校法人等解散後は、私立学校法の規定に基づき、清算手続きが必要となる。
４　「残余財産の処分に関する事項を記載した書類」とは、以下の書類を指す。

① 残余財産の処分について決議した理事会及び評議員会議事録又は決議録の写し

② 残余財産を受諾する側の理事会等の議事録又は決議録の写し

③ 残余財産を受諾することを確約する書面の写し（作成例11）

④ 残余財産を受諾する側の寄附行為，定款等

⑤ その他，残余財産の処分について参考となる書類


